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１ . はじめに：問題の所在※

国際テロリズムの脅威が深刻化する中において，テロ行為の被害国が，「（当

該テロ行為を実行した）非国家主体の存在する領域国」に対して自衛権を行使す

る際には，「国家責任法上の帰属基準に関する理論（帰属理論）」についての議

論が必要となる。なぜなら，当該テロ行為が，国家責任法上の帰属基準を満た

して領域国に帰属し，その領域国に対して自衛権を行使しうるか否かが，非国

家主体に対する自衛権の射程を検討するにおいて重要だからである１。

その重要性は，国際司法裁判所（International Court of Justice；ICJ）も，ニカ

ラグアに対する軍事的及び準軍事的活動事件（ニカラグア事件），及びコンゴ領

武力行動事件（コンゴ・ウガンダ事件）で，自衛権行使の合法性を検討する文脈
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において，帰属理論について検討を加えていることからもわかる２。国家実行

上もこの点が議論されており，帰属理論は，学説上，国際判例上，また国家実

行においても，検討されるべき課題の １ つとなっている。それゆえ，この点の

精査無くして，非国家主体に対する自衛権の射程を正確に捉えることはできな

い。

非国家主体による行為の国家への帰属に際しては，両者の間に「国家の責任

に帰属するという特別の関係・事情の存在が必要」とされる３。そして，非国

家主体の行為一般の帰属基準として，国家による非国家主体に対する「指示，

組織，支配」などの「実効的支配」が求められてきた４。しかし，昨今ではこ

の枠組みについて批判が寄せられ，帰属基準の「本質的な引き下げ」を唱える

立場も主張されている。

本稿ではこのような背景を踏まえて，帰属理論と非国家主体に対する自衛権

の関係について，国家実行，国際判例，学説，及び「国際違法行為に対する国

家の責任に関する条文（国家責任条文）」の分析を通して議論を進める。これま

での先行研究において，帰属理論と非国家主体に対する自衛権の関係について

焦点を当てた論稿は存在するものの５，その多くが２0１４年からの対「イスラム

国」軍事行動開始以前のものである。

ちなみに，本稿が取り扱うのは，「帰属理論と自衛権行使」の関係であり，

被害国が「非国家主体の存在する『領域国』」に対して，直接的に自衛権を行

使できるか否かを問うものである。よって「領域国に存在する『非国家主体』」

が自衛権行使の対象になりうるか，という議論とは異なる６。もちろんこれら

２ つの論点は完全に独立しているわけではなく，相互に関係している側面はあ

るものの７，本稿では，前者に絞って論じる８。

まず，自衛権行使にあたっての帰属基準についての議論を整理し，帰属基準

の「本質的な引き下げ」を提示する新たな学説について検討する（第 ２ 節）。そ

の上で，「国際テロリズム対処に関する諸条約」（第 ３ 節），及び国家の「相当

の注意義務原則（due diligence）」について論じる（第 ４ 節）。さらに，アフガニ

スタン戦争等の「対テロ戦争」の国家実行を分析して，帰属基準の「本質的な
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引き下げ」の妥当性について考察する（第 ５ 節）。

２ . 帰属理論と「国家の関与の度合い」

国家責任法上の帰属基準を検討する際に重要な指針となるのが，２00１年に国

際法委員会（International Law Commission；ILC）が採択した国家責任条文であ

る９。国家責任条文は，いまだ条約化されていないものの，国際連合（国連）総

会が「留意（take note）」し，岩沢が「形式的には拘束力を持たないが，その

多くの規定は慣習国際法を表している。」と指摘するように１0，重要視される

べき文書である。

まず，非国家主体が国家機関に属している場合は，その非国家主体の行為は，

当該国家の行為とみなされる１１。それは国家責任条文第 ４ 条 １ 項において，

「国家機関の行為」は「国際法上の国家の行為と考えられる」と定められてお

り，さらに同第 ７ 条においては，「権限喩越や命令違反である場合」も「国家

の行為」と考えられる，とされていることからもわかる。また，同第 ９ 条にお

いて，「個人または個人の集団が，役人権威者の不在や機能しない場合に」事

実上，政府権限を行使する際もそれらの行為は，「国家の行為」と考えられる，

とされている。つまり非国家主体が，国家機関に属する，もしくは国家機関の

一部とみなしうる事情があれば，その行為は「国家の行為」とみなせよう。

次に議論されるべきは，非国家主体が国家機関に属していない場合，いかな

る時にその行為が国家に帰属するかである。カッセーゼ（Cassese）は，非国家

主体に対する国家の関与の形態について複数の段階に分けて論じているが１２，

本稿ではカッセーゼの区分を元にしつつ，「国家による非国家主体に対する関

与の度合い」を，以下の ３ つの段階に分ける。① 「国家による指示，組織，支

配」，② 「国家による，資金，武器等の提供」，③ 「領域国に取り締まりの意思，

または能力が無い（unwilling or unable）場合」である。

「領域国に取り締まりの意思が無い場合」の定義としてカッセーゼは，領域

国がテロ行為を防ぎ，また処罰するために強制的な行動（coercive action）を
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とっていない状態であるとし１３，また「領域国に取り締まりの能力が無い場合

（統治不能）」については，非国家主体が「国家が支配を及ぼすことのできない

領域で行動（operate on the territory of a State which is unable to exercise control）

する」状態としている１４。本稿においてもこの定義を用いる。

⑴　国家による指示，組織，支配

３ 分類の中で，最も国家による非国家主体に対する関与の度合いが大きいの

が，「国家による指示，組織，支配」である。ICJ は，ニカラグア事件判決に

おいて，アメリカから支援を受けた反ニカラグア武装組織コントラ（Contra）

の行為が，アメリカに帰属するかについて検討する中で帰属理論に言及した１５。

その上で，国家が非国家主体の軍事行動について，「実効的支配を及ぼしてい

ること（exercises effective control of the military operations）」が帰属の要件であ

るとし，コントラの行為のアメリカへの帰属を否定した１６。

この国家による非国家主体に対する「実効的支配」に基づく帰属基準（「実

効的支配の基準」）は，国家責任条文にも引き継がれ，第 ８ 条において，「個人

または個人集団が，行為を成し遂げる中で，事実上，国家の命令，指示，支配

により行動している場合」，それらの行為は，国家の行為と考えられるとし，

ニカラグア事件判決の枠組みを踏襲した。

一方で，「実効的支配の基準」に対して，旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所

（International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia；ICTY）は，それとは異

なる「全般的支配（overall control）の基準」を提示した。ICTY は，ユーゴス

ラビア社会主義連邦共和国（旧ユーゴスラビア）のボスニア・ヘルツェゴビナに

おける集団殺害犯罪等，国際人道法違反の責任の所在について審理するために

設置された刑事裁判所である。そこで扱われたタジッチ事件判決は，ボスニ

ア・ヘルツェゴビナのセルビア人タジッチが，１９９２年に収容所内でイスラム系，

クロアチア系住民を攻撃した事件を扱った判例である１７。

その中で，ボスニア・ヘルツェゴビナのセルビア人部隊の行為が，ユーゴス

ラビア連邦共和国に帰属するか，というのが重要な論点となり，ICTY は，非
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国家主体の行為の国家への帰属を検討する際には，国家による「特別の指令の

有無（regardless of any specific instruction）」に関わらず，非国家主体が軍事行

動の組織・調整・計画などの１８，「全般的支配の下（under the overall control of 

the State）」にあれば良いという基準を示した１９。

この「全般的支配の基準」は，特定の命令や指示を要しないという点から

「実効的支配の基準」に比べて緩やかな帰属の基準であり，「実効的支配の基

準」の妥当性をめぐる議論が提起された２0。その後 ICJ は，セルビア系のスル

プスカ共和国軍（Vojska Republike Srpske; VRS）が引き起こした「スレブレニ

ツァの虐殺」について審理したジェノサイド条約適用事件（ジェノサイド事件）

判決において，「全般的支配の基準」を帰属基準として認めず，再び「実効的

支配の基準」を採用した２１。

その理由として，「全般的支配の基準」は，「国家機関の行為と，国際責任の

間に存在すべき結び付き（the connection which must exist between the conduct of 

a State’s organs and its international responsibility）」をほとんど断ち切るからだと

した２２。本判決において ICJ は，「スレブレニツァの虐殺」がジェノサイドに

該当し，またユーゴスラビア連邦共和国（新ユーゴスラビア）が，ジェノサイド

を防止する義務に違反したことを認定しつつも２３，「実効的支配の基準」によ

れば，VSR による虐殺行為は，新ユーゴスラビアに帰属しないと判示した２４。

このように，ICJ の立場は国家責任法上の帰属理論として，「実効的支配の

基準」を用いることで一貫している２５。さらに国家責任条文のコメンタリーで

も，ICTY が「全般的支配の基準」を提示したのは，「個人の刑事責任」をめ

ぐり，「国際人道法適用」の文脈の中で出てきたものであり，国家責任法上の

帰属の議論とは異なるとしている２６。

自衛権行使の文脈における「実効的支配の基準」を支持する代表的な論者が，

ダフィ（Duffy）である。ダフィは「ニカラグア事件判決で提示された『実効的

支配の基準』は，いまだに権威的（remains authoritative）であり」，妥当すると

述べる２７。浅田もまた，自衛権行使の合法性を判断するにあたり「実効的支配

の基準」を含む国家責任条文に依拠して自衛権の合法性を判断し２８，多数の論
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者が同様の立場をとる２９。

これらを踏まえれば，「全般的支配の基準」は，国家実行や過去の国際判例

とも合致しておらず３0，一方で「実効的支配の基準」は，ILC，ICJ のみならず，

学説上も支持を得られてきたといえよう。よって，新たな帰属理論の枠組みを

主張するとしても，その受け入れには，「実効的支配の基準」の妥当性を否定

する明確な国際法上の根拠を必要とする。

「実効的支配の基準」を満たさない国家の関与，ないし状況とされてきたの

が，非国家主体に対する「国家による資金，武器等の提供」，もしくは，「領域

国に取り締まりの意思，または能力が無い（unwilling or unable）場合」である３１。

タムズ（Tams）は，「テロ行為の帰属に関する特別理論の存在（the existence of 

special rules on attribution of terrorist activities）」を認め，対テロ戦争の文脈にお

いて，従来の帰属基準が緩められていることを示唆する３２。以下で，「実質的

支配の基準」とは本質的に異なる説を唱える論者の見解を見ていきたい。

⑵　国家による資金，武器等の提供

トラバグリオ（Travalio）とアルテンブルク（Altenburg）は，テロ行為の帰

属をめぐる文脈において，２000年代に入り大抵の国は，「実効的支配の基準」

が，国家責任に関する基準として適切ではないと認めている，と主張し３３，そ

の上で，国家が，テロ行為を実行した非国家主体に対して「資金，武器等の提

供」を行っていた場合は，当該テロ行為は支援国に帰属し，その責任を負うと

する３４。この立場は，「国家による資金，武器等の提供」を帰属基準とみなす

主張といえよう。

⑶　領域国に取り締まりの意思，または能力が無い場合

「国家による資金，武器等の提供」より，さらに緩やかな関与の度合，状況

ともいえるのが，「領域国に取り締まりの意思，または能力が無い場合」であ

る。そして，このような場合においても，領域国にテロ行為の帰属が認められ

るかが，本稿における中心的課題である。
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プルー（Proulx）は，領域国が，自動的（automatically）にテロ行為の責任を
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とも，非国家主体の行為を領域国に帰属させ，領域国に対する自衛権行使を可

能にしている４４。それにより，国家による国際テロリズム対処の義務履行につ

ながるという主張である４５。

ベッカーが帰属基準の「本質的な引き下げ」を主張する論拠を整理すると以

下の ３ 点となる。 １ 点目として，テロ行為を結果的に許すことになった領域国

は，「国際テロリズム対処に関する諸条約」上の義務に反しているという点４６。

２ 点目として，テロ行為を防ぐ義務に違反した場合は，テロ行為そのものを

行ったとみなしうるとする国家の「相当の注意義務原則」の存在４７。最後に ３

点目として，９.１１テロ事件とその後のアフガニスタン戦争を含む近年の国家実

行と国際社会の「支持」を挙げる４８。

ベッカーが唱える帰属基準の「本質的な引き下げ」について，その根拠の妥

当性についての検討が必要である。ただし，ベッカーは必ずしも国家責任法一

般の文脈における帰属理論の変化を主張している訳ではなく，あくまで自身の

提示するモデルが，テロ行為の帰属においてのみ機能する特別法（lex specialis）

となる可能性を示唆している４９。本稿ではこの点も踏まえつつ検討を加える。

３ ．国際テロリズム対処に関する諸条約

まず，「国際テロリズム対処に関する諸条約」と，帰属理論の関係について

である。包括的な国際テロリズム対処に関する条約は現時点で存在していない

が，１９６３年の「航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約（東

京条約）」を含む複数の条約が採択されており５0，これらが国際テロリズム対処

の基礎としての役割を果たしている５１。

さらに，国連総会，及び安全保障理事会（安保理）は様々な形で，この課題

に取り組み５２，十分なテロ対策を実施するよう加盟国に求めている。１９９５年の

国連総会決議は，国際テロリズムを防ぐために，加盟国に対して，国内レベル，

及び国際レベルで，適切なすべての措置をとるよう求めている５３。また，２00６

年の国連総会決議は，テロリストの避難所（safe haven）をなくすため，「テロ
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年の国連総会決議は，テロリストの避難所（safe haven）をなくすため，「テロ
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との戦い」に完全に協力するよう求め５４，安保理決議１３７３は，「テロ行為の資

金提供，計画，促進あるいは実行を行う者が自国領域を他国あるいはその国民

への攻撃目的で利用するのを阻止すること」を求めている５５。

このように，国際社会は，条約や国連の決議を中心に，テロ行為の実施を防

ぎ，また国家がそれを支援，助長するのを防ごうとするのみならず，テロ行為

を目的とする領域の使用についても控えるよう求めている。ただし，これらの

条約や決議は，テロ行為の拠点となった領域国の責任に関して，特にテロ行為

の領域国への帰属について明確に論じているわけではない。それゆえ，これら

の「国際テロリズム対処の諸条約」や国連決議の成立を根拠に，テロ行為を領

域国へと帰属させることは妥当ではない。

しかしながら，国家の「相当の注意義務原則」は，条約上の義務のみならず，

国際法上の「法の一般原則５６」を構成する，という主張もされている５７。次節

において，「法の一般原則」としての，国家の「相当の注意義務原則」そのも

のが，帰属基準として機能する可能性について検討する。

４ ．国家の「相当の注意義務原則（due diligence）」

国家の「相当の注意義務原則」は，当該国家の領域内において，「当該国家

が，越境損害を防ぐ義務を履行すべく努めていたか否かを評価する（assessing 

state efforts in meeting its obligation of prevention）基準」とされる５８。山本は，

「国家はその管轄下の領域をみずから使用しまたはその使用を私人にゆるすに

あたり，他国の法益を害するような結果にならないよう，その使用方法につい

て特別の注意義務を課される」としているように５９，この原則は，領域使用の

管理責任の概念と密接に関連している。

国家の「相当の注意義務原則」は，領域国と非国家主体への何らかの支援，

もしくは密接な関与を必要としない点で，「実効的支配」とは明確に異なる概

念である。ここで明確にすべきは，「相当の注意義務原則」が，領域国の一部

を拠点として引き起こされたテロ行為を領域国に帰属させる基準として機能し
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うるか否かである。

⑴　国際法上の国家の「相当の注意義務原則」

国家の「相当の注意義務原則」の古典的事例とされるのは，アラバマ号事件

（１８７２年）である６0。アメリカ＝北軍と，南軍との間で発生した内戦である南北

戦争中に，南軍の注文により，中立国の地位にあったイギリスによって，アラ

バマ号が建造された６１。アメリカ＝北軍の抗議にも関わらず，アラバマ号は南

軍に引き渡され，アメリカ＝北軍に損害を与えることとなり，この点の合法性

について，南北戦争後に仲裁に付された６２。そこでイギリスが「相当の注意義

務原則」に違反し，中立義務に反したことが認定された６３。

アラバマ号事件は１９世紀において，国家の「相当の注意義務原則」を論じた

代表的な事例でもあり６４，その後２0世紀に入り，１９２９年ハーバード草案などに

より，この原則の精緻化が進んだ。１９２９年ハーバード草案は，外国人の権利保

護の文脈において議論され，もし国家が「相当の注意義務」を果たすことに失

敗して，外国人の損害が生じた場合には，領域国はその損害の責任を負うとさ

れた６５。

⑵　トレイル・スメルター事件（１9４１年）

トレイル・スメルター事件は，カナダとアメリカの間で発生した越境汚染に

関して，仲裁裁判所が判断を下した事例である。カナダ領ブリティッシュコロ

ンビア州に存在する工場から排出されたか亜硫酸ガスが，国境を接する下流の

アメリカ領ワシントン州の農家に損害を与えた。条約に基づいて付託された仲

裁において，裁判所は国際法と，国内法の類推適用に基づいて審理を行い６６，

越境汚染について，カナダの責任を認め損害賠償の支払いを命じた。

本件は国際環境法の文脈において，国家の「相当の注意義務原則」を提示し

た例としても知られている６７。判決では，国際法上，いかなる国家も他国の領

土において，損害を発生させるような方法で「自国の領土の使用を許す権利を

有するものではない。」として６８，国家の「相当の注意義務原則」を明確にし
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た。

⑶　コルフ海峡事件（１9４7年）

武力行使に関連するという意味では，このコルフ海峡事件も重要な ICJ 判例

の １ つである６９。１９４６年にコルフ海峡を航行中のイギリス艦隊が，アルバニア

領海内に設置された機雷に触れて大破し，その後，イギリスがアルバニアの許

可を得ずに，同海域を掃海したことに関して争われたものである７0。そこで

ICJ は，「全ての国家は，他国の権利侵害を引き起こす形で，自国領域が使用

されることのないようにする義務」があるとした７１。

その上で，アルバニアは，領海内に機雷が設置されていることをイギリス艦

隊に伝える義務があったとし７２，アルバニアの国際義務違反を認めた７３。本件

は，上述したトレイル・スメルター事件と併せて，自国領域が他国の権利侵害

を引き起こさないよう注意を払うべきという原則が国際法上の原則として確立

したとみることができよう。

⑷　テヘラン・アメリカ大使館人質事件（１980年）

本件は，イランの在テヘラン・アメリカ大使館にて，武装集団が大使館を襲

撃し，大使館員を人質とした事件に関して，イランの責任が問われた ICJ 判例

である。本件における国家責任法上の争点は，① イラン政府と直接の関わり

を持たない武装集団が大使館を襲撃したことの責任はイランに帰属するか否か，

そして，② その後にイランが武装集団の行動を承認したことが，イランの国

家責任に及ぼす影響について，の ２ 点である。

ICJ は，イラン当局側が，武装集団の大使館占拠に至る行動を抑止しなかっ

たと認定した７４。ただし，武装集団の行動それ自体はイランに帰属せず，その

後のイランの「承認」によって，その大使館の占拠や，人質の監禁などの行動

は，「国家の行為（acts of that State）に変化した」とする７５。そのうえで最終的

に，イランの義務違反を認定した７６。

この判例は，領域国の注意義務違反により発生した損害について，非国家主
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体に対する「実効的支配」がなくともそれを事後的に「承認」することによっ

て，その引き起こされた行為を「国家の行為」とみなせるとした判例である。

また，国家責任条文第１１条においても，「国家が問題の行為を承認及び採択

（acknowledges and adopts）した場合」は，国際法上，「国家の行為」となる，

と定められている。

⑸　小括

ここまで見てきたように，国家の「相当の注意義務原則」は，２0世紀の国際

判例を通じ幅広い分野において，領域国の義務を定めた国際法上の原則として

確立し，国際裁判において重要な役割を果たしてきた７７。その一方で，同原則

は，帰属基準としては機能しておらず，またそのような意図も存在していな

かった７８。よって，国家の「相当の注意義務原則」を根拠として，帰属基準の

変更を認めることはできない。もっとも，領域国が非国家主体の行為を事後的

に承認した場合は，その非国家主体の行為は，「国家の行為」とみなしうるこ

とは確認された７９。

そもそも，山本が，「その国の領域で一定の活動・事業を行う許可・認可を

与えられただけの者，さらにはその国の意思に反して領域に不法に侵入したも

のなどの行為を契機として，他国の法益が侵害された場合」においては，帰属

関係が生じず，「国家の行為」に該当しないと指摘するように８0，「領域国に取

り締まりの意思，または能力が無い場合」において，領域国に帰属が生じると

は言い難い。

これまでの議論を踏まえれば，帰属基準の「本質的な引き下げ」を国家責任

法一般において認めるのは困難であり，仮にそれを主張するとしても，昨今の

国家実行を根拠とした，対テロ戦争の文脈において「特別理論」として存在す

る可能性とするのが８１，残された方向性であろう。
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５ ．帰属理論と「対テロ戦争」

上述したように，帰属基準の「本質的な引き下げ」を主張する論者は，その

主な根拠の １ つに，９.１１テロ事件とアフガニスタン戦争の国家実行，及びそれ

に対する支持を挙げていた８２。バーニッジ（Barnidge）もまた，現代のように

テロ行為が頻発する時代においては，国家の「相当の注意義務原則」が，国家

に責任を負わせる原則，つまり帰属基準として用いられうる，という指摘をし

ている８３。このような国際情勢の変化を根拠とする主張の妥当性を論じるため，

本節では主に，自衛権行使に際して，領域国と非国家主体との関係性が焦点と

なった国家実行を検討する８４。

⑴　アフガニスタン戦争（２00１年）

アフガニスタンを拠点とする国際テロ組織アルカイダにより引き起こされた

２00１年の９.１１テロ事件を契機として，アメリカ主導の有志連合は，自衛権に基

づいてアフガニスタンに軍事行動を実施した８５。アメリカは，安保理に対して，

アルカイダと，アフガニスタンを実効支配するタリバン政権双方に対して，自

衛権に基づいた軍事行動をとる旨を通知し８６，タリバン政権がアルカイダによ

る自国領域の使用を認め続けている点を根拠に８７，軍事行動を実施した。これ

は，後述するように，国家の関与が「実効的支配の基準」を満たしていない中

において，アメリカがアルカイダによるテロ行為の責任をアフガニスタンに帰

属させたものであり８８，ベッカーら帰属基準の「本質的な引き下げ」を主張す

る立場とも符合する。そして，この軍事行動は，国際社会の広範な支持を集め

た８９。

ただし，いかにして，アルカイダのテロ行為がタリバン政権に帰属するのか

という点について，アメリカ主導の有志連合の参加国が法的観点から説得的な

議論を展開したとは言い難い。メグレット（Megret）は，タリバン政権のアル

カイダに対する関与は，「実効的支配の基準」を満たしておらず，この枠組み

を元にすればアフガニスタンに対する自衛権行使は認められないと主張する９0。



22 法 学 紀 要　第63巻

それに対して，国家責任条文に基づいて，アルカイダによるテロ行為のタリ

バン政権への帰属を主張するのが， マーフィ（Murphy）である。マーフィは，

アルカイダがタリバン政権の政府構成機関とみなしうるという主張をし，国家

責任条文第 ９ 条をその根拠に挙げ，アルカイダは，テロ行為の計画において，

事実上「政府権限を行使」しており，またタリバン政権は，アルカイダのテロ

行為を承認し，自己の行為としていることを指摘した９１。

しかし，この主張には問題点がある。そもそも，アルカイダは，タリバン政

権の国家機関の一員ではなく，またタリバン政権のアルカイダへの関与が「実

効的支配の基準」を満たしていたとは言えない９２。さらに，タリバン政権は，

９.１１テロ事件を「承認」しておらず９３，アルカイダが自身をアフガニスタン政

府の構成機関とみなしうる行動をとっていなかった９４。

つまり，国家責任法上，アルカイダのテロ行為は，アフガニスタンには帰属

せず，マーフィの主張は，国家責任法に基づいた根拠は存在しない。もちろん，

アメリカ主導の有志連合による，アルカイダ，タリバン双方を攻撃目標とした

軍事行動が国際社会の広い支持を受けたことも事実である。よって，本件が帰

属基準の「本質的な引き下げ」をもたらした可能性もあろう。この点を確認す

るため，その後の「対テロ戦争」の国家実行について検討を加える。

⑵　コンゴ・ウガンダ事件判決（２00５年）

この ICJ 判例は，アフガニスタン戦争以後に，ICJ が正面から非国家主体に

対する自衛権を取り扱ったものとして注目されるべきものである９５。ウガンダ

の反政府組織は，コンゴの統治不能領域を拠点として反政府活動を行っていた

ため，ウガンダが自衛権に基づいて，軍事行動を実施したことの合法性が問わ

れた。ICJ は，コンゴ領内の反政府組織によるウガンダに対する攻撃が，コン

ゴに帰属することを認めず９６，ウガンダの主張は退けた９７。

その一方で，ICJ はコンゴが反政府組織の行動を止めることができていな

かった点を認識していた点は留意すべきであろう９８。ICJ は，統治不能領域に

存在する非国家主体の脅威について，最終的には「どのような状況下において，
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現行の国際法が非国家主体による大規模攻撃に対して自衛権を認めているか，

否かについて応答する必要が無い９９。」として結論を避けている１00。このよう

な曖昧さは，統治不能領域における，非国家主体に対する自衛権行使をめぐる

法的問題が，容易ならざるものであることを示していよう１0１。

もっとも，本件を根拠に ICJ が帰属基準の「本質的な引き下げ」を認めたと

することはできず，また ICJ がここで新たな帰属基準を提示しなかった点を踏

まえれば，基本的には，ICJ は従来の帰属基準を踏襲していると解されよう。

一方で，コーイマンス（Kooijmans）判事及び，ジンマ（Simma）判事のように，

個別意見で，統治不能領域に存在する非国家主体に対して，自衛権を行使する

ことを容認する意見もある１0２。ただし，いずれの立場も，統治不能領域に存在

する非国家主体の行為が領域国に帰属する，と主張したわけではない１0３。

⑶　イスラエル軍事行動（レバノン）（２006年）

レバノン南部に拠点を置くヒズボラに対して，イスラエルが空爆を実施し，

その際に自衛権を根拠にした１0４。要点は，軍事行動が，非国家主体のヒズボラ

のみではなく，領域国であるレバノン全域に及んだ点である。当時の国連事務

総長が示唆しているように１0５，レバノンは，ヒズボラに対して「実効的支配」

を及ぼしているとは言えず，「実効的支配の基準」に基づけば，ヒズボラによ

るイスラエルに対するテロ行為をレバノンに帰属させることは困難である。

実際に，この軍事行動は，アメリカなど一部の支持を得つつも１0６，国際的に

は非難を浴びたこともあり，少なくとも国際社会が受け入れたとは言い難い１0７。

イスラエル自体は，この軍事行動と帰属理論に関して議論を展開している訳で

はないが１0８，「実効的支配の基準」が満たされていない中において，領域国で

あるレバノンと，非国家主体であるヒズボラ双方を攻撃対象にしたこの軍事行

動が非難を集めた事実は，引き下げられた帰属基準が広範な支持を集めていな

いことを示す事例ともいえる。
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⑷　アルカイダ掃討作戦（パキスタン）（２0１0年）

アメリカ軍は，２0１0年パキスタン領内に存在した９.１１テロ事件の首謀者とされ

ていたアルカイダのオサマ・ビンラディンを攻撃し，その際に領域国に意思，ま

たは能力が無い場合に，軍事行動を実施することを「禁止する国際法は無い１0９」

として自身の行動を正当化した。そもそも領域国であるパキスタンは，アメリ

カの対テロ戦争の「同盟国」であり，パキスタンが積極的にアルカイダを支援

した事実もないため，「実効的支配の基準」に基づけば，アルカイダによるテ

ロ行為をパキスタンに帰属させることは困難な状況であった。

実際に，アメリカもパキスタンを攻撃する意図がないことを明確に認識して

いた１１0。つまり，アルカイダのテロ行為の責任が，領域国のパキスタンに帰属

しないことを認識したうえで，アルカイダ関係者のみを対象とした軍事行動を

実行したのである。そして，この軍事行動に対して，安保理を含む，国際社会

は支持，及び好意的な反応を示した１１１。この軍事行動自体は短期，かつ小規模

なものではあったが，「領域国に取り締まりの意思，または能力が無い場合」

において，領域国にテロ行為の責任を帰属させるのではなく，「非国家主体そ

のもの」に対して自衛権が行使された事例といえよう１１２。

⑸　対「イスラム国」軍事行動（イラク，シリア）（２0１４年～）

２0１４年に入り，「イスラム国」の脅威が深刻化する中で，アメリカら有志連

合が自衛権に基づいて，イラク，シリア領内に存在する「イスラム国」の拠点

を空爆した１１３。留意すべき点は「イスラム国」は，その支配領域に存在する領

域国から「支配」を受けておらず，むしろ領域国に対してもテロ行為を実行し，

支配領域を拡張していた点である１１４。

また，そのことについては，軍事行動を実施したアメリカなども認識してい

た。実際にアメリカは，「シリア領内を安全な避難場所」としている「イスラ

ム国」が深刻な脅威となっていること，そして，シリア政府にテロ行為のため

にその領域を使用させることを防ぐ「意思，または能力が無い」と指摘する一

方で１１５，シリアにその責任を帰属させているわけではない。アメリカは一貫し
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て，「シリア領内に存在する『イスラム国』に対して攻撃する」という論理を

貫いており１１６，オーストラリア，カナダ，トルコなど有志連合に参加する各国
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「イスラム国」軍事行動の文脈においては，シリアが実効支配を及ぼす首都や，

その近郊の都市に存在するインフラ，軍事施設を攻撃対象とはしなかった。
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の帰属理論の枠組みから外れる軍事行動であった。

アメリカらのシリア領内での軍事行動について，安保理決議２２４９が採択され

る前には，ロシアなど一部の国々からの批判はあったものの１２１，パリでの同時

多発テロ後に採択された２0１５年の安保理決議２２４９によって状況は変化した。安

保理決議２２４９は，「イスラム国」を「国際の平和と安全に対する国際的，かつ

前例の無い脅威」とし，その能力がある加盟国に対して，イラクとシリアの

「イスラム国」によるテロ行為を防ぐために，その支配領域に対して「必要な

あらゆる措置をとり（take all necessary measures）」，安全な避難所（safe haven）

を根絶することを要請した１２２。

この決議が，それが加盟国に武力行使を授権するものであるか否かという解

釈の議論１２３については本稿の射程を外れるものの，少なくとも２0１４年から始

まった各国の「イスラム国」に対する軍事行動に正当性を付与するものと解さ

れる１２４。実際にその後，ドイツなど多数の国々が参戦している１２５。
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最終的には，国際的に広い合意のもとで実施された対「イスラム国」軍事行

動は，自衛権行使と帰属理論の議論に大きな影響を与え，統治不能領域に存在

する非国家主体に対する自衛権の重要な国家実行とみなせよう。また，参戦し

た国々も，「イスラム国」のテロ行為がシリアに帰属する，と主張していな

かった点が重要である。有志連合が，あくまで「イスラム国」そのものを対象

として，自衛権を行使していたことを示唆するものだからである１２６。

表 １　国家実行と，領域国の関与，攻撃対象，国際社会の支持

事件 領域国の関与 攻撃対象 国際社会の支持

⑴　アフガニスタン戦争 場所の提供 領域国及び非国
家主体

広範な支持

⑵　コンゴ・ウガンダ事件判決 「統治不能」 領域国及び非国
家主体

ICJ はウガンダ
の主張を認めず

⑶　イスラエル軍事行動 「統治不能」 領域国及び非国
家主体

支持を得られず

⑷　アルカイダ掃討作戦 「統治不能」 非国家主体のみ 広範な支持

⑸　対「イスラム国」軍事行動 「統治不能」 非国家主体のみ 広範な支持

⑹　小括

ここまで２00１年以降の「対テロ戦争」の文脈における非国家主体に対する自

衛権の国家実行を見てきた。これら ５ つの事例（ICJ 判例を含む）について，領

域国の非国家主体に対する関与，自衛権行使の攻撃対象，国際社会の支持，に

ついてまとめたのが（表 １ ）である。いずれの国家実行も領域国の非国家主体

に対する「実効的支配」が存在していない点が共通する。

まず，⑴ アフガニスタン戦争におけるアメリカらによる軍事行動が国際社

会の広い支持を受けたことは事実である。その攻撃対象は，テロ行為の実行犯

であるアルカイダのみならず，アルカイダに対する「実効的支配」が存在して

いなかったタリバン政権（アフガニスタン）も含まれていた。つまり，帰属基準

の「本質的な引き下げ」を示唆する国家実行であった。
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また，⑵ コンゴ・ウガンダ事件判決において，ICJ は統治不能領域に存在

する非国家主体に対する自衛権の射程そのものについては，明示的に肯定も否

定もしなかった１２７。⑶ イスラエル軍事行動は，領域国の関与が「実効的支配

の基準」を満たしていないという点で，アフガニスタン戦争と類似した事例で

あるが，そこで領域国，非国家主体，双方を対象に自衛権を行使したイスラエ

ルの行動は広範な支持を集められなかった。

一方で，⑷ アルカイダ掃討作戦は，「領域国に取り締まりの意思，または能

力が無い場合」に，「非国家主体そのもの」に対して自衛権が行使された事例

といえる。それゆえに重要な国家実行であり，構造上は対「イスラム国」軍事

行動と類似性がある。⑸ 対「イスラム国」軍事行動は，⑷ アルカイダ掃討作

戦よりも長期，かつ大規模であり，極めて論争的なものであった。まず，領域

国が非国家主体に対して「実効的支配の基準」を満たしていない中での軍事行

動であることが挙げられる。また，その軍事行動は，あくまで「領域国に存在

する非国家主体」を対象にし，実際に，シリアが実効支配を及ぼす首都ダマス

カスや，その近郊の都市に存在するインフラ，軍事施設を攻撃対象とはしな

かった。少なくとも，ここでも帰属基準の「本質的な引き下げ」によって，領

域国であるシリアの責任を問う形での軍事行動は実施されなかった。

このように見れば，アフガニスタン戦争において確認された，帰属基準の

「本質的な引き下げ」，つまり，領域国に対しても軍事行動を実施する枠組みは，

その後の国家実行で十分に支持されたとはいえない１２８。さらに，対テロ戦争の

文脈における「特別理論」１２９，としてもその存在は確認されなかった。むしろ，

領域国にテロ行為を帰属させずに，テロ行為を実行した「非国家主体のみ」を

対象とした国家実行である，⑷ アルカイダ掃討作戦，及び ⑸ 対「イスラム

国」軍事行動が，国際社会において広範な支持を集めた点が注目されよう。

6 ．おわりに

浅田は，帰属理論は「国家責任法におけるよりも自衛権との関係においてよ
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り重要」と指摘するが１３0，本稿では，まさしく帰属理論と非国家主体に対する

自衛権の関係に焦点を当てて論じた。「実効的支配の基準」の「本質的な引き

下げ」を主張する立場の妥当性を検討する形で議論を進めてきたが，「実効的

支配の基準」は，国家実行上，学説上，また ICJ 判決においても支持されてい

る。

さらに，領域国の「相当の注意義務原則」は，領域国が順守すべき国際法上

の原則として確立しているが，それはあくまで国家責任法上の一次規則であっ

て，非国家主体の行為を領域国に帰属させる二次規則としてではない１３１。さら

に，アフガニスタン戦争以後の国家実行も，帰属基準の「本質的な引き下げ」

を支持するものではなかった。

よって本稿の結論としては，国際テロリズムの脅威が深刻化する中において

も，「実効的支配の基準」は基本的に妥当するのであり，帰属基準の「本質的

な引き下げ」を伴う新たな枠組みは，現状では受け入れられていない。つまり，

国家責任法上一般としてはもちろん，対テロ戦争の文脈における「特別理論」

としても認められず，「国家による資金，武器等の提供」や，「領域国に取り締

まりの意思，または能力が無い場合」では，非国家主体によるテロ行為を領域

国に帰属させることはできない。その結果として，「領域国に取り締まりの意

思，または能力が無い場合」は，「非国家主体の存在する『領域国』」に対して

の自衛権行使は認められない。

ただし，この結論は必ずしも帰属基準が満たされない状況における，「領域

国に存在する『非国家主体』」に対する自衛権行使の可能性までを否定するも

のではない１３２。なぜなら冒頭で述べた通り，「非国家主体の存在する『領域

国』」に対する自衛権の行使と，「領域国に存在する『非国家主体』」に対する

それは，本質的に異なるものだからである１３３。本稿の結論は，「領域国に取り

締まりの意思，または能力が無い場合」に行われたテロ行為への対応は，国家

責任法上の帰属理論の文脈ではなく，非国家主体を対象とする国際慣習法上の

「固有の自衛権１３４」の文脈において論じられるべきであることを示すものであ

る１３５。
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